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１．柔整療養費に係る指導・監査の現状

社団会員
社団会員
以外

合 計
前年比
(合計)

全国の件数

平成26年 1,795 4,476 6,271 － 43,590

平成27年 1,777 4,644 6,421 ＋150 －

平成28年 1,760 4,808 6,568 ＋147 －

（１）大阪府下の施術所数の状況（直近３年間の推移）

※各年４月１日現在の状況。
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（２）情報提供の受付件数

※ 件数は、主として不正請求に係る内容かつ一定の信憑性があると判
断されるもののみを計上。
※ 保険者からの情報提供の内訳は、けんぽ協会16件、健保組合６件、
国保組合２件。

受付件数 保険者 患者 従事者 不明 行政庁

平成
27年度

107件 24件 23件 23件 31件 6件
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２．指導・監査の問題点と対策

（１）指導・監査業務のフロー

患者等か
らの情報

個別指導 監査実施
受領委任
の中止

療養費の
返還

不正・著しい
不当の疑い

不正・著しい
不当の事実
を確認

事前調査
・療養費支給申請書再点検
・患者調査

情報提供の内容精査
・療養費支給申請書等の確認
・患者への聴取 等

３



（２） 指導・監査に活用できる情報

① 活用できる情報
・情報提供者が施術所に氏名を公表してもよい旨の協力が得
られた情報
・事実確認が容易な情報（物証のあるもの／死亡後、海外出
国中、収監中、入院中の請求等）

② 活用できない可能性のある情報
・情報提供者が施術所に氏名を公表してもよい旨の協力が得
られない情報
・事実確認が困難な情報（付増請求の情報において通院日の
特定ができない情報等）
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・常態的な関係書類の不実記載と改竄及び虚偽回答
・指導監査の軽視化（柔道整復師のモラルの低下）
・部位転がしと思われる例（次頁以降）

・療養費支給申請書に患者の確実な署名
・患者に療養費支給申請書を送付

（３）問題点と対策
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